
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

第
一

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

五
十
五
歳
を
超
え
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
が
標
準
で
あ
る
場
合
に
は
昇
給
を
行
わ
な

い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）

第
二

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。


